
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年度がスタートして２週間。２０日（土）に今年度初め

ての学習参観を行いました。１年生にとっては、小学校生活での

初めての学習参観となりました。それぞれの学年での子供たちが

学習に臨んでいる姿はいかがでしたでしょうか。きっと、新しい

学年で張り切って学習する様子がご覧いただけたことと思いま

す。子供たちは緊張しながらも、頑張っている姿を保護者の皆様

に見てもらいうれしかったことと思います。 

 学習参観後には、親子顔合わせ会、その後は放送によるＰＴＡ

総会（紙面議決）を行い、ＰＴＡ会長様よりご挨拶をいただきま

した。１年間学校を支えていただきましたＰＴＡ本部役員の皆様、

本当にありがとうございました。 

 また、学年懇談会では、多くの皆様にご参会いただき、今年度の学年・学級経営について説明させて

いただきました。今年度の教育活動がいよいよ本格的にスタートしました。職員一同学校教育目標の具

現化に向けて、精一杯取り組んでまいります。どうぞ、今後とも保護皆様のご理解とご協力をよろしく

お願いいたします。 

５月の主な行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ 
心電図検査 
（１・４年） 

２ 
除草活動 

３ 
憲法記念日 

４ 
みどりの日 

５ 
こどもの日 
 

６ 
振替休日 
ノーゲームデー 
読書の日 

７ 
委員会活動 

８ 
 

９ 
運動会全体練習

1回目 
尿検査回収日 

１０ 
防災学習日 
尿検査回収予備日 
スクールカウン
セラー来校日 

１１ 
 
  

1２ 
 

1３ 
 

1４ 
運動会全体練習

２回目 
係児童打合せ 

1５ 
 

1６ 
ノーゲームデー 

1７ 
運動会準備 
１～５年生５校時 
6年生 6校時 

１８ 
運動会 

１９ 
 （運動会
予備日） 

２０ 
振替休業日 

２１ 
 

２２ 
昼会 

２３ 
防災避難訓練 
（不審者対応） 
内科検診① 
（５年・６年） 

２４ 
スクールカウン
セラー来校日 

2５ 
 

2６ 
ノーゲームデー 

2７ 
 

２８ 
 

２９ 
プール清掃 
歯科検診① 
（1年・3年・つばさ） 

３０ 
内科検診② 
（1年・3年・つばさ） 

３１ 
読み聞かせ 

 

徳・知・体の調和のとれた「しなやかな子供」    はやね はやおき あさごはん 

 

 

 

名取市立ゆりが丘小学校 学校通信 令和６年４月２６日 第２号 【ゆり小マスコットゆりぼう】 

学習参観・顔合わせ会・ＰＴＡ総会・学年懇談会 

ご参加いただきありがとうございました 

【１年生初めての学習参観（国語）】 



 

 

 

１７日（水）に交通指導隊３名をお招きして、３年生の交

通安全教室を行いました。３年生は、自転車の安全な乗り方

の確認です。職員駐車場に作った模擬道路を使い、実際に自

転車に乗って、出発時や交差点での安全確認、左側を１列で

通行すること、下り坂での減速、交差点一時停止などの確認

を行いました。交通ルールを守って正しく乗れば、自転車は

とても便利で楽しい乗り物です。交通ルールを守ることは自

分の命を守ることにつながります。ぜひ、ご家庭でも自転車

の安全な乗り方について、折に触れて確認をお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

また、１９日（金）には、同じく交

通指導隊３名をお招きして、１年生

の交通安全教室を行いました。１年

生は、横断歩道の渡り方についての

確認です。指導してくださった交通

指導隊の方の話をよく聞き、｢右を見

て、左を見て、もう一度右を見て｣実

際の横断歩道を渡りながら、正しい交通ルールを学ぶことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通ルールを守って 交通安全教室 

連休中の過ごし方について 
 ４月２７日から３連休、５月３日から４連休と連休が続きます。通常よりも人の流れや出掛ける

機会が多くなることが予想され、感染や事故などのリスクは高まります。新学期になり毎日頑張っ

てきた子供たちにとっては、疲れが出る頃でもあります。学校でも健康で安全な連休中の過ごし方

について指導しましたが、ご家庭でも子供たちの健康管理等をお願いいたします。 

連休中に何かありましたら、学校携帯電話（０８０-３１９２-４３３２）へ連絡をお願いします。 

ご確認ください 

改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっていま

す。道路交通法では、以下のようになっています。 

自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもち

ろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者

等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりませ

ん。 

〇〇お願い〇〇 
○遅刻、早退時の安全確保について再度ご確認ください 

児童の安全確保のため、保護者の方はご来校されましたら、職員室にお声掛いただき、次に教室

までおいでいただき、直接担任と引き渡しや引き取りをするようにお願いします。 

【右を見て左を見て安全に気を付けて】 

【交通指導隊の方の話をよく聞いて】 【交通ルールを守って正しく歩行】 


